
「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の取扱いについて」（令和２年４月１

日障精発 0401 第 5 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知。以下「令和２年通知」とい

う。）及び「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の取扱いについて」（平成

17 年８月２日障精発第 0802004 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知。以下「平成 17 年通

知」という。）の対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年通知 平成 17 年通知 

第１ 届出に関する手続 

１ （略） 

２ 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「基本診療料及び医

療観察精神科専門療法の施設基準等入院料等の施設基準」（平成 17

年厚生労働省告示第 366 号。以下「施設基準告示」という。）及び本

通知に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、

記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであるこ

と。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。 

なお、この要件審査に要する時間は原則として２週間以内を標準

とし、遅くとも概ね１ヶ月以内（提出者の補正に要する期間は除く。）

とするものであること。 
３ （略） 

４ 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を

決定し、提出者に対して受理番号を付して通知するとともに、当該

指定医療機関の所在する都道府県にある社会保険診療報酬支払基金

支部に対して受理番号を付して通知するものであること。 

（略） 

医療観察依存症集団療法イ       （医依集イ）第○○号 

医療観察依存症集団療法ロ       （医依集ロ）第○○号 

  （略） 

５・６ （略） 

第２ 届出受理後の措置 

１ 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、 

当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分 

が変更となった場合には、指定医療機関の開設者は遅滞なく変更の 

届出等を行うものであること。ただし、次に掲げる事項についての 

一時的な変動については、この限りではない。 

(１) 医師と法第 42 条第１項第１号又は第 61条第１項第１号の決定 

により入院している者（以下「入院対象者」という。）の比率に 

ついては、暦月で３ヶ月を超えない期間の１割以内の一時的な変 

動。 

(２) 看護師と入院対象者の比率については、暦月で１ヶ月を超えな 

第１ 届出に関する手続 

１ （略） 

２ 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「基本診療料及び医

療観察精神科専門療法の施設基準等入院料等の施設基準」（平成 17

年厚生労働省告示第 366 号）及び本通知に規定する基準に適合する

か否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理

又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は

適宜補正を求めるものとする。 

なお、この要件審査に要する時間は原則として２週間以内を標準

とし、遅くとも概ね１ヶ月以内（提出者の補正に要する期間は除く。）

とするものであること。 

３ （略） 

４ 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を

決定し、提出者に対して受理番号を付して通知するとともに、当該

指定医療機関の所在する都道府県にある社会保険診療報酬支払基金

支部に対して受理番号を付して通知するものであること。 

（略） 

医療観察依存症集団療法         （医依集）第○○号 

（新設） 

  （略） 

５・６ （略） 

第２ 届出受理後の措置 

１ 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた 

場合には、指定医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行うも 

のであること。次に掲げる事項についての一時的な変動について 

は、この限りではないこと。 

 

(１) 医師と法第 42 条第１項第１号又は第 61条第１項第１号の決定 

により入院している者（以下「入院対象者」という。）の比率に 

ついては、歴月で３ヶ月を超えない期間の１割以内の一時的な変 

動。 

(２) 看護師と入院対象者の比率については、歴月で１ヶ月を超えな 



い期間の 1割以内の一時的な変動。 

(３) 作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師と入院対象者の比 

率については、暦月で３ヶ月を超えない期間の１割以内の一時的 

な変動。 

２・３ （略） 

第３ 施設基準 

通則 施設基準の届出に当たって、入院対象者の数及び看護師等の数 

等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出 

に関する手続の取扱いについて」（令和２年３月５日保医発 0305

第２号厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知。以

下「基本診療料通知」という。）別添２入院基本料等の施設基準

等第２病院の入院基本料等に関する施設基準４の例によること。 

１ 入院対象者入院医学管理料 

（１） 入院対象者入院医学管理料に関する施設基準 

 ①～④ （略） 

 ⑤ 当該入院医学管理の実施等については、「心神喪失等の状態で

重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行

について」（平成 17 年７月 14 日障精発第 0714001 号厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知。以下「医観

法施行通知」という。）の別紙１「指定入院医療機関運営ガイド

ライン」を参考とすること。 

 ⑥・⑦ （略） 

（２） 急性期入院対象者入院医学管理料の入院対象者 

    医観法施行通知の別紙２「入院処遇ガイドライン」（以下「処

遇ガイドライン」という。）に示される、「急性期の到達目標」の

各項目を満たした又はそれに準ずる状態であると指定入院医療

機関の新病棟運営会議において判断されたことがなく、かつ、

入院後間もない期間であって、当該医療機関の管理者により、

急性期における医療を提供する必要性があると認められた入院

対象者であること。 

（３）・（４） （略） 

（５） 急性期入院対象者入院医学管理料に係る施設基準 

「注３」の「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな 

い期間の 1割以内の一時的な変動。 

(３) 作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師と入院対象者の比 

率については、歴月で３か月を超えない期間の１割以内の一時的 

な変動。 

２・３ （略） 

第３ 施設基準 

通則 施設基準の届出に当たって、入院対象者の数及び看護要員の数

等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出

に関する手続の取扱いについて」（平成 30 年３月５日保医発

0305 第３号。以下「基本診療料通知」という。）別添２入院基本

料等の施設基準等第２病院の入院基本料等に関する施設基準４の

例によること。 

 

１ 入院対象者入院医学管理料 

（１） 入院対象者入院医学管理料に関する施設基準 

 ①～④ （略） 

 ⑤ 当該入院医学管理の実施等については、「指定入院医療機関運 

営ガイドライン」（平成 17 年７月 14 日障精発第 0714001 号）を 

参考とすること。  

  

 

 

⑥・⑦ （略） 

（２） 急性期入院対象者入院医学管理料の入院対象者 

    「入院処遇ガイドライン」（平成 17 年７月 14 日障精発第 

0714001 号。以下「処遇ガイドライン」という。）に示される、 

「急性期の到達目標」の各項目を満たした又はそれに準ずる状 

態であると指定入院医療機関の新病棟運営会議において判断さ 

れたことがなく、かつ、入院後間もない期間であって、当該医 

療機関の管理者により、急性期における医療を提供する必要性 

があると認められた入院対象者であること。 

（３）・（４） （略） 

（５） 急性期入院対象者入院医学管理料に係る施設基準 



 い場合」とは、次の①及び②の条件の全てを満たさなければ、 

施設基準を満たさない場合である。 

①・② （略） 

（６） （略） 

２ 通院対象者通院医学管理料 

（１）通院対象者通院医学管理料に関する施設基準 

 ①～④ （略） 

 ⑤ 通院医学管理の実施等については、医観法施行通知の別紙３

「指定通院機関運営ガイドライン」を参考とすること。 

 

（２）・（３） （略） 

３ （略） 

４ 医療観察認知療法・認知行動療法 

（１） 医療観察認知療法・認知行動療法に関する施設基準 

  「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い

について」（平成 30 年３月５日保医発 0305 第３号厚生労働省保険

局医療課長・歯科医療管理官連名通知。以下「特掲診療料通知」

という。）の認知療法・認知行動療法の例によること。 

（２） （略） 

５～13 （略） 

14 医療観察訪問看護基本料 

（１） 医療観察訪問看護基本料に関する施設基準 

当該医療観察訪問看護基本料を算定する心神喪失等の状態で 

   重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行 

   令（平成 16 年政令第 310 号）第１条各号に掲げる指定通院医 

   療機関（以下「訪問看護事業型指定通院医療機関」という。） 

   の保健師、看護師又は作業療法士は、次のいずれかに該当する 

   者であること。ただし、令和２年３月 31日において、現に当 

   該基本料に係る届出を行っている訪問看護事業型指定通院医療 

   機関については、エに該当する者のうち、当該届出に係る医療 

   観察訪問看護を行う者としてすでに届出内容に含まれている者 

   については、エの⑧に掲げる内容を受講していなくても差し支 

   えない。 

「注３」の「別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場 

合」とは、次の①及び②の条件の全てを満たさなければ、基準 

を満たさない場合である。 

①・② （略） 

（６） （略） 

２ 通院対象者通院医学管理料 

（１）通院対象者通院医学管理料に関する施設基準 

 ①～④ （略） 

⑤ 通院医学管理の実施等については、「指定通院機関運営ガイド

ライン」（平成 17 年７月 14 日障精発第 0714001 号）を参考とする

こと。 

（２）・（３） （略） 

３ （略） 

４ 医療観察認知療法・認知行動療法 

（１） 医療観察認知療法・認知行動療法に関する施設基準 

  「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い

について」（平成 30 年３月５日保医発 0305 第３号。以下「特掲診

療料通知」という。）の認知療法・認知行動療法の例によること。 

 

（２） （略） 

５～13 （略） 

14 医療観察訪問看護基本料 

（１） 医療観察訪問看護基本料に関する施設基準 

当該医療観察訪問看護基本料を算定する心神喪失等の状態で 

重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行 

令（平成 16 年政令第 310 号）第１条各号に掲げる指定通院医 

療機関の保健師、看護師又は作業療法士は、次のいずれかに該 

当する者であること。 

 

 

 

 

 



ア 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精 

 神科外来に勤務した経験を１年以上有する者 

イ 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を１年以上有 

 する者 

ウ 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関 

 する業務の経験を１年以上有する者 

エ 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する精神科訪問看 

 護に関する知識・技術の習得を目的とした 20時間以上を要 

し、修了証が交付される研修を修了している者。なお、研修 

は次の内容を含むものである。 

① 精神疾患を有する者に関するアセスメント 

② 病状悪化の早期発見・危機介入 
③ 精神科薬物療法に関する援助 

④ 医療継続の支援 

⑤ 利用者との信頼関係構築、対人関係の援助 

⑥ 日常生活の援助 

⑦ 多職種との連携 

⑧ ＧＡＦ尺度による利用者の状態の評価方法 

（２） （略） 

15 医療観察 24時間対応体制加算 

(１) 医療観察 24 時間対応体制加算に関する基準 

「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取 

  扱いについて」（令和２年３月５日保医発 0305 第４号厚生労働省 

保険局医療課長通知。以下「訪問看護基準通知」という。）の 24 

時間対応体制加算の例によること。ただし、施設基準告示第３の 

11 に規定する地域又は基本診療料通知の別添３の別紙２に掲げ 

「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する訪 

問看護事業型指定通院医療機関において、２つの訪問看護事業型 

指定通院医療機関が連携し要件を満たす場合の届出は、別添の様 

式 13 を用いること。 

(２) 届出に関する事項 

医療観察 24 時間対応体制加算に関する施設基準に係る届出に 

  ついては別添の様式 12 を用いること。ただし、施設基準告示第 

 

ア 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精 

 神科外来に勤務した経験を有する者 

イ 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を有する者 

 

ウ 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関 

 する業務の経験を有する者 

エ 専門機関等が主催する精神保健に関する研修を修了してい 

 る者 

 

 

   （新設） 

   （新設） 

   （新設） 

   （新設） 

   （新設） 

   （新設） 

   （新設） 

   （新設） 

（２） （略） 

15 医療観察 24時間対応体制加算 

 (１) 医療観察 24 時間対応体制加算に関する基準 

「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの 

取扱いについて」（平成 30 年３月５日保医発 0305 第４号。以下 

「訪問看護基準通知」という。）の 24 時間対応体制加算の例に 

よること。ただし、基本診療料及び医療観察精神科専門療法の

施設基準等（平成 17 年厚生労働省告示第 366 号）第３の 10 に

規定する地域に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関にお

いて、２つの訪問看護事業型指定通院医療機関が連携し要件を

満たす場合の届出は、別添の様式 13 を用いること。 

 

(２) 届出に関する事項 

医療観察 24 時間対応体制加算に関する施設基準に係る届出に 



３の 11 に規定する地域又は基本診療料通知の別添３の別紙２に 

掲げる「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在 

する訪問看護事業型指定通院医療機関において、２つの訪問看護 

事業型指定通院医療機関が連携し要件を満たす場合の届出は、別 

添の様式 13 を用いること。 

注１～３ （略） 

注４ 平成 31 年４月１日から当分の間、以下のいずれかの要件に該

当する者を公認心理師とみなす。 

   

 

ア 平成 31 年３月 31日時点で、臨床心理技術者として保険医療 

機関に従事していた者 

  イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ついては別添の様式 12 を用いること。ただし、基本診療料及び 

医療観察精神科専門療法の施設基準等（平成 17年厚生労働省告 

示第 366 号）第３の 10に規定する地域に所在する訪問看護事業 

型指定通院医療機関において、２つの訪問看護事業型指定通院医 

療機関が連携し要件を満たす場合の届出は、別添の様式 13を用 

いること。 

注１～３ （略） 

注４ 平成 31 年３月 31日までの間、平成 30 年３月 31 日時点で臨床

心理技術者の要件を満たしていた者について、公認心理師とみな

す。平成 31 年４月１日から当分の間、以下のいずれかの要件に

該当する者を公認心理師とみなす。 

  ア 平成 31年３月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療 

機関に従事していた者 

  イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１～３－２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１～３－２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式５～10 （略） 
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